
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
二
百
五
十
八
号
議
案

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
第
二
項
中
「
三
万
九
千
四
百
円
」
を
「
四
万
七
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　

第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
三
十
一
万
五
千
二
百
円
」
を
「
三
十
二
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」

に
、
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
六
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百

分
の
百
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
」
に
、
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
・
二
五
」
に
、

「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
六
十
六
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の

百
三
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を

「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」

を
「
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

7 . 第 4 回 定 例 会



二

別表第一（第５条関係）

イ　行政職給料表(一)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

行　政　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



四



五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

　　２　１級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事委員会規則で定めるものの

      給料月額は、この表の額にかかわらず、213,800円とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



六

ロ　行政職給料表(二)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



八



九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



一
〇



一
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



一
二

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定め

　　るものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



一
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

別表第二（第５条関係）

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級 ８  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円       円       円       円       円

公　安　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



一
四



一
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



一
六

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察職員及び消防職員で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



一
七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
八

別表第五（第５条関係）

イ　医療職給料表(一)

職務の級  １  　　級  ２  　　級  ３  　　級

号　  給  給　料　月　額  給　料　月　額  給　料　月　額

円 円 円

医　療　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



一
九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



二
〇

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師、歯科医師等で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



二
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ロ　医療職給料表(二)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



二
二



二
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



二
四

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



二
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ハ　医療職給料表(三)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



二
六



二
七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



二
八

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が定

　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



二
九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

別表第六（第５条関係）

号    給       給 料 月 額

円

備考　この表は、局長その他の職員で人事委員会が定め

    るものに適用する。　　
　　　

　指 定 職 給 料 表



三
〇

第
二
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
使
用
料
を
含
む
。
次
号
」
を
「
使
用
料
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

　

２　

住
居
手
当
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
で
も
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
額
及

び
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

　
　

一　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
満
二
十
七
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
月
額

三
万
円
以
上
の
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の　

三
万
円

　
　

二　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の　

一
万
五
千
円

　
　

三　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
満
二
十
七
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
月
額

三
万
円
以
上
の
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の　

一
万
五
千
円

　
　

四　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の　

七
千
五
百
円

　
　

第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
別
表
第
七
に
掲
げ
る
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
、
「
区
分
及
び
」
の
下
に
「
七
万
八
千
九
百
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
」
を
加
え
、
「
同
表
に
」
を
「
人
事
委
員
会
が
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条

中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
額
及
び
」
を
「
額
、
」
に
、
「
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
及
び
前
項
第
一
号

に
定
め
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
」
に
、
「
前
三
項
」
を
「
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

　

６　

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
交
通
の
用
具
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形

態
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
第
一
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す

る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



三
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

一　

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当　

支
給
対
象
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す

る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　

二　

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
額

　
　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
生
理
休
暇
」
を
「
健
康
管
理
休
暇
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

別
表
第
一
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
二

別表第一（第５条関係）

イ　行政職給料表(一)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

行　政　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



三
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



三
四



三
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円

備考１　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

　　２　１級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事委員会規則で定めるものの

      給料月額は、この表の額にかかわらず、213,800円とする。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



三
六

　
　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

別表第二（第５条関係）

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級 ８  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円       円       円       円       円

公　安　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



三
八



三
九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



四
〇

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

備考　この表は、警察職員及び消防職員で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



四
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
二

別表第五（第５条関係）

イ　医療職給料表(一)

職務の級  １  　　級  ２  　　級  ３  　　級

号　  給  給　料　月　額  給　料　月　額  給　料　月　額

円 円 円

医　療　職　給　料　表

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



四
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



四
四

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師、歯科医師等で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



四
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ロ　医療職給料表(二)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

      円       円       円       円

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



四
六



四
七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



四
八

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



四
九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ハ　医療職給料表(三)

職務の級 １  級 ２  級 ３  級 ４  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

職員
の区
分

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員



五
〇



五
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



五
二

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が定

　　めるものに適用する。

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



五
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

別
表
第
七
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
二

十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
）

第
三
条　

令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
別
表
第
一
イ
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
㈠
の
四
級
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
安
職
給
料
表
の
六
級
若
し
く
は
七
級
、
別
表
第
五
イ
に
掲
げ
る
医

療
職
給
料
表
㈠
の
二
級
若
し
く
は
三
級
、
同
表
ロ
に
掲
げ
る
医
療
職
給
料
表
㈡
の
四
級
又
は
同
表
ハ
に
掲
げ
る
医
療
職
給
料
表
㈢
の
四
級
の
適
用

を
受
け
て
い
た
職
員
の
う
ち
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
以
下
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）
が
附
則
別
表
旧
号
給
欄
に

掲
げ
る
号
給
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
以
下
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
別
表
新
号

給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

（
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
者
等
の
号
給
の
調
整
）

第
四
条　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
と
の
均
衡
上
必

要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
異
動
者
等
の
号
給
の
調
整
）



五
四

第
五
条　

施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
給
料
表
の
適

用
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
の
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
適
用
又
は
異
動
に
つ
い
て
、
ま
ず
改
正
前

の
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
次
い
で
当
該
適
用
の
日
又
は
異
動
の
日
か
ら
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た

場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

第
六
条　

令
和
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
九
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
と
、
「
百
分
の
六
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第

　
　

号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
項
」
と
、
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・

五
」
と
、
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。

（
勤
勉
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

第
七
条　

令
和
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
百
三
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

百
四
十
」
と
、
「
百
分
の
百
四
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
百
二
十
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
、
「
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
八
条　

第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
職
員
に
支
払
わ
れ
た
給
与
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
委
任
）



五
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
九
条　

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。



五
六

附則別表（附則第３条関係）

イ　行政職給料表㈠の適用を受ける特定職員の新号給

職務の級

旧号給

４級

新号給

職員の号給の切替表



五
七

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



五
八

ロ　公安職給料表の適用を受ける特定職員の新号給

職務の級 ６級 ７級

旧号給 新号給



五
九

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



六
〇

ハ　医療職給料表㈠の適用を受ける特定職員の新号給

職務の級 ２級 ３級

旧号給 新号給



六
一

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ニ　医療職給料表㈡の適用を受ける特定職員の新号給

職務の級

旧号給 新号給

４級



六
二



六
三

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 ホ　医療職給料表㈢の適用を受ける特定職員の新号給

職務の級

旧号給 新号給

４級



六
四



六
五

第
二
百
五
十
八
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



六
六

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


